
 

 趣  旨 

 土地改良区自らが主体的に将来のあり方を検討するなどの地域の自助努力を促しつつ、本事業に

より、土地改良区の施設・財政管理の強化、受益農地管理の強化、統合整備の推進、研修・人材育

成等の土地改良区の体制強化対策を実施する。 

 

 

 事業の内容 

 １ 施設・財務管理強化対策 

（１）県土地改良事業団体連合会（以下「地方連合会」という。）が行う施設・財務管理強化対策 

  ①管理運営体制強化委員会の設置 

地方連合会が行う土地改良施設の診断・管理指導等の実施方針の策定や監査実務向上研

修の内容の検討を行う。 

  ②土地改良施設の診断・管理指導の実施 

管理専門指導員を配置し、定期的及び土地改良区等からの要請に基づいて、土地改良施

設の点検、整備、操作等土地改良施設の管理に関する専門技術的な診断・管理指導及び業

務遂上必要な調査等を行う。 

    定期診断指導：ダム（ため池を含む。）、頭首工、揚水機場その他の農業水利施設を対

象施設とし、県内の土地改良施設の数等勘案の上、地方連合会が定める。 

    要請診断指導：定期診断指導の対象施設以外で、土地改良区等から特に診断・管理指導

の要請があった土地改良施設を対象とする。 

  ③土地改良施設の管理等に関する苦情・紛争等の対策 

（ア）土地改良相談業務事業 

土地改良関係法令等に精通した地方連合会の職員及び学識経験者を相談指導員とし

て配置し、土地改良区等からの相談に対応する。 

（イ）苦情・紛争対策専門家の委嘱 

近年の複雑化・高度化する相談等に的確に対応するため、弁護士及び公認会計士等

に相談業務を委嘱することができる。 

  ④財務管理強化に関する指導等 

土地改良区等の財務状況の明確化・透明化を図るため、土地改良区等の複式簿記会計の

有効活用等及びその他の会計経理の課題の解消に関する以下の事項を実施する。 

      なお、必要に応じて会計指導員（４の（１）の③）に掲げる会計指導員）を活用する。 

      （ア）複式簿記会計に関する巡回指導 

         管理運営体制強化委員会で策定した複式簿記会計指導計画に基づき現地において指

導を行う。 

            （イ）財務管理強化相談業務 

                 土地改良区等からの電話・電子メール等による相談に対応できるよう財務管理強化

相談窓口を設置する。 

      （ウ）会計の専門家の配置 

         地方連合会に公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人のいずれかの会計の専

門家を配置する。 

      （エ）非補助土地改良事業推進支援 

         非補助土地改良事業の実施主体に対し、現地における推進指導を行う。 

        ⑤土地改良区再編促進モデル事業 

土地改良区体制強化事業 

     県 
事業主体  土地改良区 
         地方連合会 
          公募団体 

     農村振興課 指導班 
     農村整備課 換地・用地班 
所管課班 (受益農地管理・換地関係のみ) 
     農村整備課 水利施設保全班 
     (基幹水利施設保全管理 

   技術向上研修のみ) 
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           地方連合会が土地改良区の会計事務処理体制の構築及び財務管理の強化を図るため、以下

     の事項を実施する。 

            （ア）事務連合早期設立支援モデル構築 

地区面積が300ha未満の土地改良区（以下「小規模土地改良区」という。）が、都

        道府県の区域ごとに会計事務を共同で行う土地改良区連合を設立し、小規模土地改良

        区の業務継続を支援するモデルを確立する。 

       （イ）市町村単位での合併モデル構築 

同一市町村内で隣接する小規模土地改良区の合併に向けた合意形成を行うため、関

        係土地改良区、関係団体等により構成される協議会を設置し、合併の合意形成を図る

        モデルを確立する。 

 

 ２ 受益農地管理強化対策 

 （１）公募団体が行う受益農地管理強化対策 

所有者不明農地等が存在することにより換地業務又は土地改良事業の実施に支障が生じてい

る地区等を対象に支障の内容や財産管理制度、所在等不明共有者の持分の取得及び譲渡並びに

所有者不明土地管理制度活用上の課題、対応方策等について調査を行う。その調査結果を基に、

財産管理制度活用マニュアルの作成や制度の普及・啓発を行う。 

また、財産管理制度活用推進委員会を設置し、調査の項目、マニュアルの内容及び普及・啓

発の検討を行う。 

 

（２）地方連合会が行う受益農地管理強化対策 

①受益農地管理強化委員会の設置 

換地等技術向上研修の実施計画の策定及び内容の検討を行う。 

②換地選定に関する指導 

  換地選定が未実施の地区について、市町村、土地改良区等の役職員及び換地委員に対し

 て、当該地区の現地での基礎調査、換地設計基準の作成及び換地選定の指導を行う。また、

 当該地区のうち、換地選定について特に指導の必要性が認められる地区を重点指導地区に

 指定し、計画的に巡回指導を行う。 

③換地処分未了地区等の解消に関する指導 

  事業完了予定年度を越えているにもかかわらず換地処分が行われていない地区又はその

 おそれのある地区について、早期の換地処分に資するため、次の支援を行う。 

 （ア）換地処分未了地区等の実態把握 

 （イ）換地処分未了地区等における換地処分促進の検討と指導方針の策定 

 （ウ）換地処分未了地区等に対する指導等 

④財産管理制度等活用に関する指導 

所有者不明農地等が存在することにより換地業務又は土地改良事業の実施に支障が生じ

ており、早期の換地処分又は土地改良区の受益地内における所有者不明農地等の解消のた

めに財産管理制度、所在等不明共有者の持分の取得及び譲渡並びに所有者不明土地管理制

度の活用が有効とされる地区等を対象に、制度活用に向けた具体的な活用方針の検討や指

導等を行う。 

⑤交換分合等による農用地の利用集積に関する指導 

  交換分合を実施又は予定している事業主体等に対し、必要な助言・指導を行う。 

  また、農用地利用集積推進対策会議を設置し、ほ場整備等基盤整備事業が完了した地区

 において土地改良区等が行う農用地の利用集積活動に対する指導等の検討を行い、土地改

 良区等に対して農用地の利用集積に関する技術的指導等を行う。 

 

（３）土地改良区が行う受益農地管理強化対策 

 土地改良区の受益地内に所有者不明農地等が存在することにより土地改良事業の実施に支障

が生じている場合に、所有者不明農地等の解消を図るため、所在等不明共有者の持分の取得及

び譲渡並びに所有者不明土地管理制度の活用に向けた取組を行う。 
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 ３ 統合整備強化対策 

（１）土地改良区、市町村又は地方連合会（市町村又は地方連合会は③に限る）が行う統合再編整

備事業 

①統合整備 

  統合整備に伴う統合整備計画の樹立や及び計画樹立に係る調査の実施、附帯施設整備の

 支援を行う。 

    【事業要件】 

    （ア）Ⅰ型地区 

       Ⅰ型地区は次の要件に適合するよう努めなければならない。 

      ａ 運営基盤強化のため、統合整備を行うことにより、市町村との連携強化を図るととも

       に、土地改良事業の計画的推進、維持管理の合理化又は運営経費の節減を図るものであ

       ること。 

      ｂ 合併後の土地改良区の地区面積又は土地改良区連合の所属土地改良区の総地区面積 

       （以下「統合整備後の土地改良区等の地区面積」という。）がおおむね3，000ha以上で

       あり、統合整備基本計画等を達成するために、重点的に合併又は土地改良区連合の設立

       を推進する必要があると認められるものであること。 

      ｃ その役員の定数を、原則として、一定期間（吸収合併にあっては残任期間、新設合併

       にあってはおおむね３年間）経過後は別表の基準に適合させること。 

      ｄ 合併関係土地改良区数又は土地改良区連合の所属土地改良区数が４地区以上であるこ

       と。 

        ただし、合併関係土地改良区数又は土地改良区連合の所属土地改良区数が３地区以下

       の場合であっても、そのうち２地区以上が各々おおむね1，000ha以上である場合は実施

       できるものとする。 

    （イ）Ⅱ型地区 

       Ⅱ型地区は次の要件に適合するよう努めなければならない。 

      ａ （ア）のａ及びｃに掲げる要件。 

      ｂ 統合整備後の土地改良区等の地区面積がおおむね1，000ha以上であり、統合整備基本

       計画等を達成するために、重点的に合併又は土地改良区連合の設立を推進する必要があ

       ると認められるものであること。 

    （ウ）Ⅲ型地区 

       Ⅲ型地区は次の要件に適合するよう努めなければならない。 

      ａ （ア）のａに掲げる要件。 

      ｂ 合併又は土地改良区連合の設立を行う地区にあっては、統合整備後の土地改良区等の

       地区面積がおおむね300ヘクタール以上又は市町村等の行政区分の単位となる土地改良

       区であり、その役員の定数を、原則として、一定期間（吸収合併にあっては残任期間、

       新設合併にあってはおおむね２年間）経過後は別表の基準に適合させること。 

      ｃ 合同事務所を設置する地区にあっては、合同事務所を設置する土地改良区等の総地 

       区面積がおおむね300ha以上又は市町村等の行政区分の単位となる区域内の全土地改良

       区等が合同事務所を設置するものであり、関係土地改良区等の業務運営が合理化・簡素

       化すること。 

 

         別表 

「土地改良区の合併後の役員定数削減目標基準」 

       合併後の役員定数については、合併後の面積規模別又は合併土地改良区数別に設けた 

            次表のいずれか少ない方を目標とする。 

合併後の面積規模別による基準 合併土地改良区数別による基準 

面積規模 目標役員定数 合併土地改良区数 目標役員定数 

   500ha未満 

        

 500～1、000ha 

     15人以下 

          

     20人以下 

       ２地区 

           

     ３～４地区 

 合併前役員定数の単純計 

      ×2/3以下 

 合併前役員定数の単純計 
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1、000～5、000

ha 

        

  5、000ha以上

   

          

     25人以下 

          

     30人以下     

  

           

     ５地区以上    

  

 

 

      ×1/2以下 

 合併前役員定数の単純計 

      ×2/5以下       

 

 

      統合整備を実施しようとする土地改良区等は、県知事の承認を受けること。県知事はこれ

     を承認するにあたり地方農政局長と協議するものとする。 

 

    ②管理再編整備 

  集落管理組織機能の低下、農業用用排水路ごとの農業用水の過不足等の状況を踏まえた

 適正な管理又は中山間地域等の条件不利地域であって施設管理組織が形成されていない地

 域における地域農業の振興を図るため、土地改良区が行う管理再編整備計画の樹立や附帯

 施設整備の支援を行う。 

【事業要件】 

 地区面積がおおむね300ha以上又は市町村等の行政区分の単位の土地改良区であること。 

 管理再編整備を実施しようとする土地改良区は県知事に承認を受けること。県知事はこれ

を承認するにあたり、地方農政局長へ協議するものとする。 

 

        ③土地利用再編整備 

  中山間地域等の条件不利地域であって、土地利用の変化に伴い土地改良区の業務再編が

 必要となる場合に、土地改良施設の維持管理体制の再編整備を行うものとする。 

          （ア）土地利用再編整備の対象とする土地改良区は、地区面積がおおむね300ha未満の土地

       改良区であるものとする。 

          （イ）（ア）に該当する土地改良区で土地利用再編整備を実施しようとする土地改良区、市

            町村又は地方連合会は、農村振興局長が別に定めるところにより、都道府県知事の承認

              を受けるものとする。 

          （ウ）都道府県知事は、これを承認するに当たっては、あらかじめ地方農政局長と協議する

              ものとする。 

          （エ）地方農政局長は、（ウ）の協議に当たっては、承認を受けようとする土地改良区にお

             ける土地利用状況、土地改良施設の管理状況、集落管理組織の活動状況等を考慮するも

          のとする。 

 

  （２）県が行う統合整備重点指導地区に対する指導 

①統合整備推進委員会の設置 

統合整備推進委員会を設置し、統合整備基本計画等の達成のため特に重点的に指導を必

要とする統合整備重点指導地区の課題、推進方針について検討し、これをとりまとめ、統

合整備推進計画を策定する。 

②県による指導 

          統合整備推進員会における検討状況を踏まえ、統合整備重点指導地区に対し、統合整備 

の推進のため指導・助言を行う。 

 

 ４ 研修・人材育成 

（１）公募団体が行う研修・人材育成 

 ①統合整備推進研修 

土地改良区の統合整備を推進するリーダーの育成を図るため研修を実施する。 

 ②施設管理研修 

土地改良施設の診断・管理指導等を行う管理専門指導員等の資質向上を図るため研修を
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実施する。 

また、土地改良施設の診断・管理指導等に基づき実施される整備補修について、先進技

術の導入やコスト低減等の整備補修事例による技術の共有化を図るため土地改良施設の整

備補修事例検討会を行う。 

さらに、農業用水利施設を活用した小水力等発電導入の取組を推進するため、土地改良

区及び土地改良区連合に対し最新の知見に基づき指導する技術者や維持管理及び会計運営

に携わる技術者の育成を図るための研修を行う。 

 ③会計指導員育成研修 

１（１）④（ア）の巡回指導、１（１）④（イ）の財務管理強化相談業務及び土地改良

区等の指導監査を行う会計指導員を育成するため、地方連合会職員並びに土地改良区等及

び国・地方公共団体の土地改良事業に係る業務経験者等を対象に、土地改良区等の財務管

理強化に関する専門的な研修（試験を含む。）を実施する。 

 ④換地関係異議紛争処理実務研修 

    土地改良換地に関する異議紛争の未然防止及び早期解決を図るため、既往の異議紛争事例

  等を活用し、異議紛争等の解決を促進する研修を実施するとともに、地方連合会が行う換地

   処分未了地区等の解消に関する指導に対する助言等を行う。 

 

（２）地方連合会が行う研修・人材育成 

 ①技術実践向上研修 

    土地改良区の役職員等に対して、技術力向上に資するため、農業農村整備事業に関する基

  礎的、専門的知識を習得する研修を行う。 

 ②基幹水利施設保全管理技術向上研修 

    基幹水利施設の計画的な点検・整備を通じて行う機能診断及び機能保全計画策定等に関す

   る管理技術について施設の日常管理に携わる施設管理者の技術力向上を図るため、現地指導

   等を実施するもの 

  （ア）施設の操作運転、点検及び整備に関すること。 

  （イ）施設の機能保全に関すること。 

  （ウ）施設に係る災害・事故等のリスク管理に関すること。 

   対象施設は、国営土地改良事業等で造成され土地改良区等が管理している基幹水利施設で

  農村振興局長が定める「対象施設の評点の算定方法」に基づき算定した評点が５点以上の施

  設及びこれと併せて一体的な管理を行う必要のある水路又はその他施設とする。 

 ③監査実務等向上研修 

   土地改良区等の内部けん制機能及び運営基盤の強化を図るため、土地改良区等の役職員等

  を対象とした監査・内部点検の実務及び非補助土地改良事業の活用実務に関する研修を実施

  する。 

 ④換地等技術向上研修 

  （ア）換地事務に関する研修 

     管理強化委員会で定められた年間研修計画に基づき、下記に掲げる研修を実施する。 

    ａ 新規担当者研修 

      新規に換地事務を担当する市町村、地方連合会及び土地改良区等の職員に対する 

研修 

  ｂ 換地計画実務研修 

 換地事務に従事している換地技術者等に対する研修 

  ｃ 換地委員等実務研修 

    換地を伴う土地改良事業の着工（予定）地区の換地委員（準備委員）、事業推進委

    員、土地改良区等の役員及び地域のリーダー等に対する研修 

（イ）交換分合に関する研修 

   交換分合の実務に携わる職員等を対象として、実務研修・講習を実施する。 

 ⑤基幹水利施設省エネルギー化技術実践向上研修 

（ア）農業水利施設の管理者に対し、省エネルギー化の推進のための現地指導等を行うも
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のとする 

（イ）（ア）の研修を実施しようとする地方連合会は、農村振興局長が別に定めるところ

により都道府県知事の承認をうけるものとする。 

（ウ）都道府県知事は、これを承認するに当たっては、あらかじめ地方農政局長と協議す

るものとする。 

なお、協議に当たっては、農業農村整備事業に関する基幹水利施設省エネルギー技術 

実践向上研修を行うことにより、施設管理者の省エネルギー化の推進に必要となる技

術力の向上が見込まれることを考慮するものとする。 

 

 

  事 業 主 体 

   １（１）・２（２）・4（２）は地方連合会、２（３）は土地改良区、３（１）は土地改良区、市

町村又は地方連合会（市町村又は地方連合会は３（１)③に限る）３（２）は県、２（１）・４

（１）は公募団体 

 

 

負担割合 区  分 国 県 その他 備   考 

 

 

土地改良区体制強化事業 １～４ 

(ただし、下記を除く。)     

 

50 50 

 

 

 

 

 

   〃         

１（１）④－ア・ウ、⑤－イ、 

２（１）４（１） 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

－ 
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